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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性セラミックス基板と、該絶縁性セラミックス基板の一面に接合された金属回路板
と、前記絶縁性セラミックス基板の他面に接合された金属放熱板とからなり、前記金属回
路板と前記金属放熱板における前記絶縁性セラミックス基板と接合された側と反対側の面
にはセラミックス基板が接合されない構成を具備する回路基板において、
　前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値が５．５ＭＰａ・ｍ１／２以上、
かつ厚みが０．２～１．０ｍｍであり、
　前記金属回路板及び前記金属放熱板の厚さは等しく、共に０．５ｍｍ～５．０ｍｍの範
囲の厚さである銅板であり、前記金属回路板の総面積の前記金属放熱板の総面積に対する
比率が５／９以上であり、
　前記絶縁性セラミックス基板と前記金属回路板との接合および前記絶縁性セラミックス
基板と前記金属放熱板との接合が、ろう付け温度６００～９００℃の活性金属ろう材を介
して行われており、
　さらに前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値が５．５～７．５ＭＰａ・ｍ１

／２であり、
　前記回路基板の面内方向の見かけの破壊靭性値が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２であ
り、
　そり量の絶対値が８０μｍ／ｉｎｃｈ以下であることを特徴とする回路基板。
【請求項２】



(2) JP 5326278 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値と前記回路基板の面内方向の見か
けの破壊靭性値との差が３．０ＭＰａ・ｍ１／２以下であることを特徴とする請求項１に
記載の回路基板。
【請求項３】
　前記絶縁性セラミックス基板が窒化珪素セラミックスであることを特徴とする請求項１
又は２に記載の回路基板。
【請求項４】
　前記金属回路板および前記金属放熱板の厚さが０．８～５ｍｍであることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の回路基板。
【請求項５】
　前記回路基板の内部の見かけの破壊靱性値が４．０ＭＰａ・ｍ１／２以上であることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の回路基板。
【請求項６】
　前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値と前記回路基板の内部の見かけの破壊
靱性値との差が２．５ＭＰａ・ｍ１／２以下であることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の回路基板。
【請求項７】
　絶縁性セラミックス基板と、該絶縁性セラミックス基板の一面に接合された金属回路板
と、前記絶縁性セラミックス基板の他面に接合された金属放熱板と、からなり、前記金属
回路板と前記金属放熱板における前記絶縁性セラミックス基板と接合された側と反対側の
面にはセラミックス基板が接合されない構成を具備する回路基板の製造方法であって、
　前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値を５．５ＭＰａ・ｍ１／２以上、
かつ厚みを０．２～１．０ｍｍとし、
　前記金属回路板及び前記金属放熱板の厚さを等しく、共に０．５ｍｍ～５．０ｍｍの範
囲の厚さである銅板とし、前記金属回路板の総面積の前記金属放熱板の総面積に対する比
率を５／９以上とし、
　さらに前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値が５．５～７．５ＭＰａ・ｍ１

／２であり、前記絶縁性セラミックス基板と前記金属回路板との接合および前記絶縁性セ
ラミックス基板と前記金属放熱板との接合を活性金属ろう材を介して行い、そのろう付け
温度を６００℃～９００℃としたことを特徴とする回路基板の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁性セラミックス基板が窒化珪素セラミックスであることを特徴とする請求項７
に記載の回路基板の製造方法。
【請求項９】
　前記金属回路板および前記金属放熱板の厚さが０．８～５ｍｍであることを特徴とする
請求項７又は８に記載の回路基板の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の回路基板と、該回路基板上に搭載された半導体
チップとからなることを特徴とする半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板、特にパワー半導体モジュールに使用され、絶縁性セラミックス基
板の一方の面に導電性回路板となる金属回路板を接合し、他方の面に金属放熱板を接合し
た回路基板に関する。特に冷熱サイクルに対する高信頼性が求められるパワー半導体モジ
ュールに有効に適用することができる技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動車両用インバータとして高電圧、大電流動作が可能なパワー半導体モジュー
ル（ＩＧＢＴ、パワーＭＯＳＦＥＴ等）が用いられている。パワー半導体モジュールに使
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用される基板としては、窒化アルミニウムや窒化珪素からなる絶縁性セラミックス基板の
一方の面（上面）に回路となる導電性金属板（金属回路板）を接合し、他方の面（下面）
に放熱用の金属板（金属放熱板）を接合した回路基板が広く用いられている。この金属板
としては、銅板またはアルミニウム板等が使用されている。そして、金属回路板の上面に
は、半導体素子等が搭載される。また、絶縁性セラミックス基板と金属板との接合はろう
材による活性金属法や銅板を直接接合する、いわゆる銅直接接合法が採用されている。
【０００３】
　しかしながら、金属回路板および金属放熱板を絶縁性セラミックス基板に接合した回路
基板を用いたパワー半導体モジュールにおいては、大電流を流せるように金属回路板およ
び金属放熱板の厚さを０．５ｍｍ以上と比較的厚くしている場合がある。この際、特に金
属回路板および金属放熱板に熱伝導率の高い銅を用いた場合、絶縁性セラミックスと銅の
熱膨張率は大きく異なる（例えば、窒化珪素セラミックスは３．０×１０－６／Ｋ程度で
、銅は１６．７×１０－６／Ｋ）。このため、接合後の冷却過程やパワー半導体モジュー
ル稼動時の冷熱サイクルで多大な熱応力が発生する。この応力は絶縁性セラミックス基板
の接合部付近で圧縮と引張りの残留応力として存在する。この残留応力は、絶縁性セラミ
ックス基板にクラックを生じさせたり、絶縁耐圧不良を起こしたり、あるいは金属回路板
および金属放熱板の剥離の発生原因となる。
【０００４】
　実際にはこうした回路基板に対しては、－５５℃から１５０℃までの冷熱サイクル試験
を所定回数経た上でも放熱特性が保証される信頼性が要求されている。使用分野に応じて
、例えば、２００回以上、１０００回以上、さらには３０００回以上の冷熱サイクル試験
にパスすることが求められる。特に、ハイブリッド車、電気自動車、電車および航空機等
に搭載される場合には、高い耐冷熱サイクル性を有した高信頼性が要求されている。
【０００５】
　この点で窒化アルミニウム基板は、高い熱伝導性を有するが、機械的強度および破壊靭
性が低く信頼性が低いことから、絶縁性セラミック基板への適用は困難である。それに対
して、窒化珪素基板は絶縁性セラミック基板として比較的高い熱伝導性と高い機械的特性
を有することから、信頼性の高い回路基板を実現できると考えられる。
【０００６】
しかしながら、高い機械的特性を有する窒化珪素基板を絶縁性セラミックス基板に用いた
場合においても、冷熱サイクル試験による熱応力でクラックが発生する可能性があった。
【０００７】
　このクラックは、金属回路板のパターンの外周部、特に角部に発生することが多く、窒
化珪素基板の絶縁耐圧および強度を劣化させ、搭載した半導体素子に電圧を印加した場合
、窒化珪素基板が絶縁破壊することもあった。従って、こうした回路基板に半導体素子を
搭載した半導体モジュールの信頼性は十分ではなかった。
【０００８】
　かかる冷熱サイクルに対しての信頼性の向上を図る回路基板における技術として、特許
文献１では、窒化珪素基板の破壊靭性値を６．５ＭＰａ・ｍ１／２以上とする技術が記載
されている。３点曲げ強度を５００ＭＰａ以上とするとともに破壊靭性値も６．５ＭＰａ
・ｍ１／２以上と高くした窒化珪素基板を用いることで、熱応力に対するクラックの発生
を抑制している。ここで、破壊靱性値とは、絶縁性セラミックス基板に傷をつけたときの
クラックの入りにくさを示す量である。これは、ビッカース圧子を被測定点に打ち込み、
その際に発生した圧痕の寸法とクラックの大きさとからＪＩＳＲ１６０７に規定されるＩ
Ｆ法によって算出される。すなわち、この場合には、絶縁性セラミックス基板材料自身の
破壊靱性値を高めることで、これが割れることを抑制している。
【０００９】
　また、特許文献２には、絶縁性セラミックス基板に金属回路板等を接合することにより
、絶縁性セラミックス基板の破壊靱性値を高めることが記載されている。ここでは、金属
回路板を接合することにより、特に絶縁性セラミックス基板の表面（金属回路板を接合し
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た側の面）における破壊靱性値が高まり、それによって冷熱サイクルに対する耐久性が高
まることが示された。この場合、絶縁性セラミックス基板の表面の破壊靱性値を向上させ
ることにより、特に絶縁性セラミックス基板表面からクラックが進展して割れることを抑
制している。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－２０１０７５
【特許文献２】特開２００５－２６２５２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、近年、より大電力で動作する半導体モジュールが用いられるようになっ
た。この場合、より大電力での半導体チップの動作に対応して、回路基板には、より高い
放熱特性が要求されることになったため、金属回路板や放熱板には、より厚いものが使用
されるようになった。このため、絶縁性セラミックス基板と金属回路板や金属放熱板との
熱膨張差の影響がさらに大きくなり、冷熱サイクルに際しての反りはさらに大きくなって
いる。このような場合には、前記の方法だけによっては、回路基板の充分な耐久性を確保
することは困難であった。
【００１２】
　本発明は、斯かる問題点に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決する発明を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決すべく、以下に掲げる構成とした。 
　請求項１記載の発明の要旨は、絶縁性セラミックス基板と、該絶縁性セラミックス基板
の一面に接合された金属回路板と、前記絶縁性セラミックス基板の他面に接合された金属
放熱板とからなり、前記金属回路板と前記金属放熱板における前記絶縁性セラミックス基
板と接合された側と反対側の面にはセラミックス基板が接合されない構成を具備する回路
基板において、前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値が５．５ＭＰａ・ｍ
１／２以上、かつ厚みが０．２～１．０ｍｍであり、前記金属回路板及び前記金属放熱板
の厚さは等しく、共に０．５ｍｍ～５．０ｍｍの範囲の厚さである銅板であり、前記金属
回路板の総面積の前記金属放熱板の総面積に対する比率が５／９以上であり、前記絶縁性
セラミックス基板と前記金属回路板との接合および前記絶縁性セラミックス基板と前記金
属放熱板との接合が、ろう付け温度６００～９００℃の活性金属ろう材を介して行われて
おり、さらに前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値が５．５～７．５ＭＰａ・
ｍ１／２であり、前記回路基板の面内方向の見かけの破壊靭性値が３．０～６．５ＭＰａ
・ｍ１／２であり、そり量の絶対値が８０μｍ／ｉｎｃｈ以下であることを特徴とする回
路基板に存する。
　請求項２記載の発明の要旨は、前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値と
前記回路基板の面内方向の見かけの破壊靭性値との差が３．０ＭＰａ・ｍ１／２以下であ
ることを特徴とする請求項１に記載の回路基板に存する。 
　請求項３記載の発明の要旨は、前記絶縁性セラミックス基板が窒化珪素セラミックスで
あることを特徴とする請求項１又は２に記載の回路基板に存する。 
　請求項４記載の発明の要旨は、前記金属回路板および前記金属放熱板の厚さが０．８～
５ｍｍであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の回路基板に存する
。 
　請求項５記載の発明の要旨は、前記回路基板の内部の見かけの破壊靱性値が４．０ＭＰ
ａ・ｍ１／２以上であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の回路基
板に存する。 
　請求項６記載の発明の要旨は、前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値と前記
回路基板の内部の見かけの破壊靱性値との差が２．５ＭＰａ・ｍ１／２以下であることを
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特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の回路基板に存する。
　請求項７記載の発明の要旨は、絶縁性セラミックス基板と、該絶縁性セラミックス基板
の一面に接合された金属回路板と、前記絶縁性セラミックス基板の他面に接合された金属
放熱板と、からなり、前記金属回路板と前記金属放熱板における前記絶縁性セラミックス
基板と接合された側と反対側の面にはセラミックス基板が接合されない構成を具備する回
路基板の製造方法であって、前記絶縁性セラミックス基板の面内方向の破壊靭性値を５．
５ＭＰａ・ｍ１／２以上、かつ厚みを０．２～１．０ｍｍとし、前記金属回路板及び前記
金属放熱板の厚さを等しく、共に０．５ｍｍ～５．０ｍｍの範囲の厚さである銅板とし、
前記金属回路板の総面積の前記金属放熱板の総面積に対する比率を５／９以上とし、さら
に前記絶縁性セラミックス基板の内部の破壊靱性値が５．５～７．５ＭＰａ・ｍ１／２で
あり、前記絶縁性セラミックス基板と前記金属回路板との接合および前記絶縁性セラミッ
クス基板と前記金属放熱板との接合を活性金属ろう材を介して行い、そのろう付け温度を
６００℃～９００℃としたことを特徴とする回路基板の製造方法に存する。
　請求項８記載の発明の要旨は、前記絶縁性セラミックス基板が窒化珪素セラミックスで
あることを特徴とする請求項７に記載の回路基板の製造方法に存する。
　請求項９記載の発明の要旨は、前記金属回路板および前記金属放熱板の厚さが０．８～
５ｍｍであることを特徴とする請求項７又は８に記載の回路基板の製造方法に存する。
　請求項１０記載の発明の要旨は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の回路基板と、
該回路基板上に搭載された半導体チップとからなることを特徴とする半導体モジュールに
存する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は以上のように構成されているので、厚い金属回路板や金属放熱板を用いた場合
にも、冷熱サイクルに対しても絶縁性セラミックス基板の割れを生じにくく、高い耐久性
をもった回路基板および半導体モジュールを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　発明者は、冷熱サイクルに対する半導体モジュールの耐久性に対しては、絶縁性セラミ
ックス基板表面で評価した破壊靱性値よりも、絶縁性セラミックス基板の断面において評
価した破壊靱性値の方が、より強い相関をもつことを知見した。この断面において評価し
た破壊靱性値としては、面内方向の見かけの破壊靱性値と、内部の見かけの破壊靱性値が
ある。そして、これらの破壊靱性値を高く保つことのできる回路基板の構成を発明し、こ
れにより冷熱サイクルに対して高い耐久性をもつ半導体モジュールを得た。
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１７】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る回路基板は、特に異方性の強い絶縁性セラミックス基
板を用いた場合に有効である。この回路基板１の平面図およびそのＩ－Ｉ方向における断
面図が図１である。この回路基板１においては、絶縁性セラミックス基板２の一方の面に
金属回路板３が、他方の面に金属放熱板４が、それぞれろう材５を介して接合されている
。絶縁性セラミックス基板２としては、例えば窒化珪素セラミックスが用いられる。金属
回路板３および金属放熱板４としては例えば銅が用いられる。ろう材５は、例えばＴｉが
添加されたＡｇ－Ｃｕ系合金に代表される活性金属であり、これを用いて金属回路板３お
よび放熱板４は７５０℃程度の温度で絶縁性セラミックス基板２に接合される。なお、こ
の回路基板１を用いた半導体モジュールは、金属回路板３上に半導体チップ（図示せず）
がはんだで接続されて搭載されることによって形成される。
【００１８】
　この回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１

／２である。ＫＨ１は、絶縁性セラミックス基板２の面内方向へのクラックの伸展に対す
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る値であり、絶縁性セラミックス基板２自身の破壊靱性値と絶縁性セラミックス基板２に
かかる残留応力に依存する。
【００１９】
　本発明において、金属回路板３および金属放熱板４を接合しない状態の絶縁性セラミッ
クス基板２で評価するものを「絶縁性セラミックス基板２の面内方向の破壊靭性値ＫＨ」
とし、絶縁性セラミックス基板２に金属回路板３および金属放熱板４を接合した状態の回
路基板１の絶縁性セラミックス基板部分で評価するものを「回路基板１の面内方向の見か
けの破壊靭性値ＫＨ１」とする。回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１は、
絶縁性セラミックス基板２の破壊靭性値と絶縁性セラミックス基板２にかかる残留応力の
大きさに依存する残留応力拡大係数によって決まるため、見かけの破壊靭性値によって金
属回路板３及び金属放熱基板４を接合した回路基板１における絶縁性セラミックス基板２
のクラックの伸展に対する機械的特性を把握することができる。また、絶縁性セラミック
ス基板２と金属板の熱膨張差に起因する応力によって絶縁性セラミックス基板２に発生す
るクラックは絶縁性セラミックス基板２の面内方向に、より伸展しやすい。そこで、面内
方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１を３．０ＭＰａ・ｍ１／２以上とすることによって、ク
ラックが発生し破壊に至ることがない絶縁性セラミックス基板２からなる高い信頼性の回
路基板１を提供することができる。また、面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が極端に
高く、６．５ＭＰａ・ｍ１／２より大きい場合、見かけの破壊靱性値の異方性が高く、厚
み方向の見かけの破壊靱性値が低くなり、厚み方向にクラックが伸展してしまう恐れがあ
る。そのため、面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１は６．５ＭＰａ・ｍ１／２以下であ
ることが望ましい。
【００２０】
　ＫＨ１、ＫＨ１の測定方法の概略を図２に示す。絶縁性セラミックス基板２の断面にお
いて、図中のＡに示した方向から、ＪＩＳＢ７７２５に規定されるビッカース圧子によっ
て、その対角線の方向が絶縁性セラミックス基板２の表面と平行な方向（水平方向）およ
び厚さ方向（垂直方向）となった正方形の圧痕６を形成する。ここで、圧痕６の対角線の
長さは両方向で等しくなり、その長さを２ａとする。絶縁性セラミックス基板２のクラッ
クは図２に示すように、この対角線の方向に生じ、その全長は、水平方向では２ｃ１、垂
直方向では２ｃ２となる。ここで、ＪＩＳＲ１６０７準拠のＩＦ法におけるクラック長さ
ｃとして、ｃ＝（２ｃ１－２ａ）／２として、ビッカース圧子の押し込み荷重Ｐおよび絶
縁性セラミックス基板２の弾性率ＥからＫＨ１＝０．０２６×Ｅ１／２×Ｐ１／２×ａ／
ｃ３／２より破壊靱性値を算出した。このように、水平方向のクラックから算出された破
壊靱性値が面内方向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１または面内方向の破壊靱性値ＫＨである
。これらは絶縁性セラミックス基板２の水平方向へのクラックの入りにくさを示す量とな
る。なお、ＫＨ１には金属回路板３等による残留応力の影響が加わるため、ＫＨ１はＫＨ

よりも小さい値となる。
【００２１】
　本発明者らが鋭意検討した結果、回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が
３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２である場合に、絶縁性セラミックス基板２に接合した金
属回路板３の外周部から絶縁性セラミックス基板２へ入るクラックが伸展して破壊に至る
ことがなかった。
【００２２】
　実際の回路基板１において、冷熱サイクルに際して発生するクラックの概略図が図３で
ある。ここで、半導体チップ７がはんだ層（図示せず）を介して金属回路板３に接合して
搭載されている。クラック８は、絶縁性セラミックス基板２において、特に金属回路板３
のパターンの外周部の表面付近で発生し、図３に示すように絶縁性セラミックス基板２の
内部で水平方向に伸展する場合が多い。この理由は、金属回路板３および金属放熱板４を
接合した絶縁性セラミックス基板２においては特に厚み方向に引っ張り応力が働きやすい
ためである。面内方向の見かけの破壊靱性値を３．０ＭＰａ・ｍ１／２以上とすることに
より、特にこの水平方向におけるクラックの伸展を抑制している。
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【００２３】
　また、絶縁性セラミックス基板２の面内方向の破壊靭性値ＫＨと回路基板１の面内方向
の見かけの破壊靭性値ＫＨ１との差ＫＨ－ＫＨ１を３．０ＭＰａ・ｍ１／２以下とした。
回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値と絶縁性セラミックス基板２の面内方向の破
壊靭性値の差は、回路基板１において絶縁性セラミックス基板２にかかる残留応力の大き
さに依存する値である。従って、これにより絶縁性セラミックス基板２にかかる残留応力
を小さくした。この場合に回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値が３．０～６．５
ＭＰａ・ｍ１／２となり、絶縁性セラミックス基板２に接合した金属回路板３の外周部か
ら絶縁性セラミックス基板２へ入るクラックが伸展して破壊に至ることがなかった。
【００２４】
　さらには、回路基板１のそり量の絶対値を８０μｍ／ｉｎｃｈ（１ｉｎｃｈは０．０２
５４ｍ）以下とし、絶縁性セラミックス基板２にかかる残留応力を小さくした。この場合
に回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２

となり、絶縁性セラミックス基板２に接合した金属回路板３の外周部から絶縁性セラミッ
クス基板２へ入るクラックが伸展して破壊に至ることがなかった。図４に、金属回路板３
の厚さ等を変えた回路基板１を複数作成し、これらにおけるそり量と前記のＫＨ１との関
係を調べた結果を示す。また、これらの回路基板については、冷熱サイクルを３０００サ
イクル印加し、絶縁性セラミックス基板２におけるクラックの発生を調べた。図４中の白
丸はクラックの発生が見られなかった回路基板に対応し、×印はクラックが発生した回路
基板に対応している。この結果より、ＫＨ１とそり量には強い相関があり、ＫＨ１が３．
０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２の範囲の場合には、そり量が８０μｍ／ｉｎｃｈ以下となり
、冷熱サイクル特性が向上することが確認できる。
【００２５】
　さらには、絶縁性セラミックス基板２の面内方向の破壊靭性値ＫＨを５．５ＭＰａ・ｍ
１／２以上とし、かつその厚みを０．２ｍｍ以上として絶縁性セラミックス基板２にかか
る残留応力を小さくした。ただし、下限である０．２ｍｍについては、０．２ｍｍ±０．
０２ｍｍの範囲内であっても割れを発生しないことが確認されたため、この範囲内であっ
ても好ましく用いることができる。この場合に、回路基板１の面内方向の見かけの破壊靭
性値ＫＨ１が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２となり、絶縁性セラミックス基板２に接合
した金属回路板３の外周部から絶縁性セラミックス基板２へ入るクラックが伸展して破壊
に至ることがなかった。例えば絶縁性セラミックス基板２として使用される窒化珪素セラ
ミックスにおいては、その破壊靭性値は、使用する原料粉の種類、焼結助剤の組成や添加
量、焼結条件等によって変化する。従って、この製造条件を最適化することで、柱状粒子
を成長させ、また、焼結体中の粒界相の量及び組成が最適化されて粒界強度を高めること
で、高くすることができる。また、結晶粒を所望の方向に配向させて、異方性をもたせる
ことにより、ある方向の破壊靭性値を高くすることもできる。また、回路基板１の放熱性
を確保するために、絶縁性セラミックス基板２の厚みは１．０ｍｍ以下であることが望ま
しい。
【００２６】
　さらには、金属回路板３の総面積の金属放熱板４の総面積に対する比率（面積比）を５
／９以上とした。金属回路板３および金属放熱板４の接合後の残留応力を低減するために
は、絶縁性セラミックス基板２に接合する金属回路板３と金属放熱板４の構造が均一に近
いことが望ましい。しかしながら、実際には金属回路板３には回路パターンが形成される
ため、絶縁性セラミックス基板２の一面には、金属回路板３が接合された回路形成部分と
金属回路板３が接合されていない非回路形成部分が存在する。この回路形成部分となる金
属回路板３の面積を金属放熱板４の面積の５／９以上とすることにより、絶縁性セラミッ
クス基板２と金属回路板３及び金属放熱板４の熱膨張差による残留応力を低減することが
でき、面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２で、信頼
性の高い回路基板１を得ることができる。この場合に絶縁性セラミックス基板２に接合し
た金属回路板３の外周部から絶縁性セラミックス基板２へ入るクラックが伸展して破壊に
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至ることがなかった。図５に、図４の場合と同様に、この面積比とＫＨ１との関係を調べ
た結果を示す。この結果より、この面積比が小さいとＫＨ１が小さくなり、この面積比を
５／９以上（０．５５６以上）とすることによって、冷熱サイクル特性が向上することが
確認できる。
【００２７】
　また、金属回路板３および金属放熱板４は０．５～５．０ｍｍの厚さの銅板であること
が好ましい。金属回路板３及び金属放熱板４を厚さが０．５ｍｍ以上の熱伝導率の高い銅
板とすることで、放熱性の良い回路基板１を提供することができ、かつ、厚さを５．０ｍ
ｍ以下とすることで絶縁性セラミックス基板２と金属回路板３及び金属放熱板４の熱膨張
差による残留応力を低減することができ、面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が３．０
～６．５ＭＰａ・ｍ１／２で、信頼性の高い回路基板１を得ることができる。これによっ
て、冷熱サイクル特性を向上させることができる。
【００２８】
　さらには、絶縁性セラミックス基板２と金属回路板３との接合、並びに絶縁性セラミッ
クス基板２と金属放熱板４の接合を、活性金属であるろう材５を介して、６００～９００
℃で加熱することにより行った。回路基板１において、絶縁性セラミックス基板２にかか
る残留応力は接合時の絶縁性セラミックス基板２と金属回路板３および金属放熱板４の金
属板の熱膨張差に起因する。そのため、接合温度を９００℃以下と低くすることによって
、絶縁性セラミックス基板２と金属板の熱膨張差を少なくし、残留応力を低減することが
できる。しかしながら、６００℃未満の低温で接合する場合、接合の信頼性が不十分とな
る可能性がある。そこで、絶縁性セラミックス基板２と金属板の接合を活性金属ろう材を
介して行い、そのろう付け温度が６００℃～９００℃とすることで絶縁性セラミックス基
板２と金属回路板３及び金属放熱板４の熱膨張差による残留応力を低減することができ、
面内方向の見かけの破壊靭性値ＫＨ１が３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１／２で、信頼性の高
い回路基板１を得ることができる。この場合に、絶縁性セラミックス基板２に接合した金
属回路板３の外周部から絶縁性セラミックス基板２へ入るクラックが伸展して破壊に至る
ことがなかった。図６に、図４の場合と同様に、この温度と前記のＫＨ１との関係を調べ
た結果を示す。この結果より、この温度が高いとＫＨ１が小さくなり、この温度を９００
℃以下とすることによって、冷熱サイクル特性が向上することが確認できる。
【００２９】
　このように、この回路基板１においては、特にクラックが絶縁性セラミックス基板２の
表面に発生し、これが内部に伸展してから水平方向（表面と水平な方向）に伸展すること
を抑制することができる。すなわち、この回路基板１上に半導体チップを搭載して半導体
モジュールを製造した場合、この半導体モジュールの冷熱サイクルに対する耐久性は高く
なる。
【００３０】
　次に、この実施の形態に係る回路基板１の製造方法について説明する。絶縁性セラミッ
クス基板２（窒化珪素セラミックス）の両面に活性金属ろう材として例えば、活性金属で
あるＴｉが添加されたＡｇ－Ｃｕ系合金ペーストを印刷形成し、絶縁性セラミックス基板
２とほぼ同じ長方形状の金属板（銅）を両面に６００℃～９００℃の温度で加熱接合する
。冷却後、絶縁性セラミックス基板２上の一方の面の金属板をエッチング処理して回路パ
ターンをなす金属回路板３を形成する。他方の面に接合された金属板をそのままエッチン
グ処理無しで金属放熱板４としてもよいし、同様にパターンを形成して金属放熱板４とす
ることもできる。さらに回路パターン形成後の金属回路板３及び金属放熱板４にＮｉ－Ｐ
メッキを施し、回路基板１が作製される。
【００３１】
　上記の回路基板１に半導体チップを搭載して半導体モジュールが形成される。この半導
体モジュールにおいては、金属回路板３と半導体チップとが例えばはんだによって接合さ
れる。この半導体モジュールは冷熱サイクルに対する高い耐久性を有する。
【００３２】
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（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態に係る回路基板１１は、絶縁性セラミックス基板の異方性の
強弱に関わらず、適用できる。この回路基板１１の構造は前記の第１の実施の形態に係る
回路基板１と同様であり、その平面図およびそのＩ－Ｉにおける断面図が図１である。こ
の回路基板１１においては、絶縁性セラミックス基板１２の一方の面に金属回路板１３が
、他方の面に金属放熱板１４が、それぞれろう材１５を介して接合されている。ここで、
絶縁性セラミックス基板１２の厚さはｔｃ、金属回路板１３の厚さはｔ１、金属放熱板１
４の厚さはｔ２である。なお、本発明の範囲に属するのはｔ１＝ｔ２の場合に限定される
が、以下の説明では、より一般的なｔ１≠ｔ２の場合も含むものとする。ろう材１５の厚
さはこれらに比べて無視できる。絶縁性セラミックス基板１２としては、例えば窒化珪素
セラミックスが用いられる。金属回路板１３および金属放熱板１４としては例えば銅が用
いられる。ろう材１５は、例えばＴｉが添加されたＡｇ－Ｃｕ系合金に代表される活性金
属であり、これを用いて金属回路板１３および金属放熱板４は７５０℃程度の温度で絶縁
性セラミックス基板１２に接合される。
【００３３】
　ここで、回路基板１１の内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１が４．０ＭＰａ・ｍ１／２以上
である。ここで、回路基板１１の内部の見かけの破壊靭性値とは、絶縁性セラミックス基
板１２の一面に金属回路板１３、他面に金属放熱板１４を接合した構造の回路基板１１に
おいて、絶縁性セラミックス基板１２の断面にＪＩＳＲ１６０７に準拠して、図２におけ
るＡの方向でビッカース圧子を所定荷重（例えば、２ｋｇｆ）で押し込むＩＦ法で測定し
た量である。また、内部の破壊靱性値Ｋは、金属回路板１３および金属放熱板１４が接合
される前に絶縁性セラミックス基板１２について同様に算出された破壊靱性値である。こ
れらは絶縁性セラミックス基板１２の水平方向および垂直方向におけるクラックの伸展の
しにくさを示す量である。Ｋは絶縁性セラミックス基板の性質で決定される量であるが、
Ｋ１は絶縁性セラミックス基板１２自身の破壊靱性値と絶縁性セラミックス基板１２にか
かる残留応力に依存する。例えば、引っ張り方向の残留応力が存在する場合、このこの引
っ張り応力の方向と垂直な方向には特にクラックが伸展しやすくなるため、この場合には
内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１は小さくなる。
【００３４】
　具体的には、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１は、絶縁性セラミックス基板１２に金属回
路板１３および金属放熱板１４が接合された後で、図２に示した方法より、前記の面内方
向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１と同様に算出する。ただし、この際のクラック長さｃとし
て、ｃ＝（（２ｃ１－２ａ）２＋（２ｃ２－２ａ）２）１／２／２とする。すなわち、水
平方向および垂直方向のクラックから算出した破壊靱性値が内部の見かけの破壊靱性値Ｋ

１および内部の破壊靱性値Ｋである。これらは絶縁性セラミックス基板１２の水平方向お
よび垂直方向へのクラックの入りにくさを示す量である。内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１

は絶縁性セラミックス基板１２の内部の破壊靱性値Ｋに依存するのに加えて、その厚さｔ

ｃ、金属回路板１３の厚さｔ１および金属放熱板１４の厚さｔ２にも依存する。
【００３５】
　Ｋ、ｔｃ、ｔ１およびｔ２を変えることにより、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１を変え
た回路基板１１を多数作成した。この回路基板１１に冷熱サイクルを加え、絶縁性セラミ
ックス基板１２が割れるまでのサイクル数（サイクル寿命）を調べ、前記の内部の見かけ
の破壊靱性値Ｋ１との相関を調べた結果が図７である。これより、サイクル寿命と、内部
の見かけの破壊靱性値Ｋ１には強い相関があることが認められた。特に、サイクル寿命を
３０００回以上とするためには、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１を４．０ＭＰａ・ｍ１／

２とすればよいことが確認できた。
【００３６】
　一方、特許文献２に記載されたように、絶縁性セラミックス基板１２の表面の破壊靱性
値も、金属回路板１３および放熱板１４を接合することにより変化する。ここで、表面の
破壊靱性値は、図２におけるＢの方向から絶縁性セラミックス基板１２の表面にビッカー
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ス圧子を打ち込み、その圧痕およびクラックから、前記の内部の破壊靱性値と同様の方法
により算出した。この場合のサイクル寿命と、この表面の破壊靱性値との相関を調べた結
果が図８である。図７よりもその相関が弱いことが認められる。すなわち、サイクル寿命
に対しては、表面の破壊靱性値よりも、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１がより大きな影響
を与える。この事実は、冷熱サイクルによって絶縁性セラミックス基板１２が割れる際に
は、表面でのクラックの伸展と比べて、内部でのクラックの伸展の影響が大きいというこ
とを示している。
【００３７】
　従って、サイクル寿命を向上させるためには、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１を高く保
つことが有効である。このためには、金属回路板１３および金属放熱板１４の構成につい
ては、最適な範囲が存在する。一般に、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１は、金属回路板１
３、金属放熱板１４が接合されることにより、絶縁性セラミックス基板１２の内部の破壊
靱性値Ｋよりも小さくなる。これは、金属回路板１３および金属放熱板１４との接合によ
って、絶縁性セラミックス基板１２の内部に引っ張り方向の残留応力が発生するためであ
る。従って、この影響を小さくして、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１を高く保つためには
、金属回路板１３と金属放熱板１４の厚さ（ｔ１とｔ２）が小さく、かつ近いことが要求
される。また、絶縁性セラミックス基板１２の厚さｔｃが大きく、内部の破壊靱性値Ｋが
大きいことが必要である。
【００３８】
　発明者は、以上の事項を考慮して、絶縁性セラミックス基板１２の厚さをｔｃ（ｍｍ）
、金属回路板１３の厚さをｔ１（ｍｍ）、金属放熱板１４の厚さをｔ２（ｍｍ）、絶縁性
セラミックス基板１２の内部の破壊靱性値をＫ（ＭＰａ・ｍ１／２）としたときに、ｘ＝
（ｔ１

２－ｔ２
２）／ｔｃ

２／Ｋをこの指針を与える量とした。そして、ｘ＜１．５（１
／ＭＰａ／ｍ１／２）とした場合に、絶縁性セラミックス基板１２の内部の見かけの破壊
靱性値Ｋ１が４．０ＭＰａ・ｍ１／２以上となり、これによって、この回路基板１１を用
いた半導体モジュールにおいては冷熱サイクルに対する高いサイクル寿命を得られた。
【００３９】
　内部の破壊靱性値Ｋが６．５ＭＰａ・ｍ１／２で厚さｔｃが０．３ｍｍの窒化珪素セラ
ミックス基板を絶縁性セラミックス基板１２として使用し、金属回路板１３および金属放
熱板１４（どちらも銅）の厚さを変えたものをこれに接合した後の内部の見かけの破壊靱
性値Ｋ１を測定し、上記のｘの値との相関を調べた結果を図９に示す。Ｋ１は常にＫより
も小さいが、特にｘが大きいほどＫ１が小さくなる傾向が確認できた。なお、図中で白丸
の点では３０００回の冷熱サイクルに対してクラックを発生せず、×の点ではクラックを
発生した。この結果より、ｘ＜１．５（１／ＭＰａ／ｍ１／２）のときに内部の見かけの
破壊靱性値Ｋ１を４．０ＭＰａ・ｍ１／２以上とすることができ、冷熱サイクルに対する
高いサイクル寿命が得られた。
【００４０】
　また、内部の破壊靱性値Ｋと見かけの内部の破壊靱性値Ｋ１との差Ｋ－Ｋ１と、上記の
ｘとの相関を調べた結果が図１０である。Ｋ１は常にＫよりも小さくなる（Ｋ－Ｋ１＞０
）が、この結果より、ｘ＜１．５（１／ＭＰａ／ｍ１／２）のときにＫ－Ｋ１を２．５Ｍ
Ｐａ・ｍ１／２以下とすることができ、冷熱サイクルに対する高いサイクル寿命を得られ
ることが確認できる。
【００４１】
　また、金属回路板１３の総面積の金属放熱板１４の総面積に対する比率（面積比）は５
／９以上（０．５５６以上）とした。この比が５／９よりも小さいと、絶縁性セラミック
ス基板１２の残留応力が大きくなるため、高いサイクル寿命は得られない。また、その定
義より、この面積比の最大値は１である。図１１に、金属回路板１３の総面積を変えた回
路基板１１を複数作成し、これらにおけるこの面積比と前記のＫ－Ｋ１との関係を調べた
結果を示す。この結果より、この面積比が小さいとＫ－Ｋ１が大きくなり、この面積比を
５／９以上とすることによって、冷熱サイクルに対する高いサイクル寿命を得られること
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が確認できる。
【００４２】
　金属回路板１３、金属放熱板１４は０．５～５．０ｍｍの範囲の厚さとした。０．５ｍ
ｍよりも薄い場合には、放熱効果が不充分となり、５．０ｍｍよりも厚い場合には半導体
モジュールの体積が大きくなり、重量も増すため、実用的ではない。より大電力の半導体
モジュールに用いられる回路基板の場合、放熱特性を向上させるために、金属回路板１３
、金属放熱板１４の厚さは０．８～５．０ｍｍとされるが、この場合には熱膨張差に起因
する回路基板１１の反りがさらに大きくなるため、ｘを上記の範囲とすることによる効果
は顕著である。
【００４３】
　絶縁性セラミックス基板１２の厚さは前記の通り大きな方が好ましいが、具体的には、
０．２～１．０ｍｍ程度が好ましい。０．２ｍｍよりも薄い場合には、破壊靱性が高くと
も金属回路板１３および金属放熱板１４を接合したときにかかる熱応力により割れやすく
なり、１．０ｍｍよりも厚い場合には半導体モジュールの熱抵抗やインダクタンスが高く
なり、好ましくない。ただし、下限である０．２ｍｍについては、０．２ｍｍ±０．０２
ｍｍの範囲内であっても割れを発生しないことが確認されたため、この範囲内であっても
好ましく用いることができる。この際、内部の破壊靱性値Ｋが５．５～７．５ＭＰａ・ｍ
１／２であることが好ましい。特に窒化珪素セラミックスはこうした特性を持つ絶縁性セ
ラミックス基板として好ましく用いられる。
【００４４】
　本実施の形態においては絶縁性セラミックス基板１２と金属回路板１３、金属放熱板１
４とはろう材１５によって接合される。ろう材１５は、例えば活性金属であるＴｉが添加
されたＡｇ－Ｃｕ系合金ペーストである。その際のろう付け温度としては、６００～９０
０℃が好ましい。６００℃よりも低いと、ろう付け不良となり、９００℃よりも高いと、
絶縁性セラミックス基板１２と金属回路板１３等との間の熱膨張差が特に大きくなり、絶
縁性セラミックス基板１２に働く残留応力が高くなる。図１２に、図１１の場合と同様に
、この温度と前記のＫ－Ｋ１との関係を調べた結果を示す。この結果より、この温度が高
いとＫ－Ｋ１が大きくなり、この温度を９００℃以下とすることによって、冷熱サイクル
特性が向上することが確認できる。
【００４５】
　上記の回路基板１１は、前記の回路基板１と同様の製造方法によって製造できる。また
、これを用いた半導体モジュールも同様にして製造できる。この半導体モジュールは冷熱
サイクルに対する高い耐久性を有する。
【００４６】
　なお、上記各実施の形態では金属回路板および金属放熱板として銅を用いていたが、こ
れらに限られるものではなく、同様の性質を持つ他の材料を代わりに用いた場合でも、本
発明を適用することによって同様に高い耐久性を得ることができる。
【００４７】
　また、上記各実施の形態では金属回路板および金属放熱板は、ろう付けによって絶縁性
セラミックス基板に接合されたが、他の方法を用いた場合でも同様に高い耐久性を得るこ
とができる。
【００４８】
　また、絶縁性セラミックス基板の代わりに同様な機械的性質をもつ他の絶縁基板を用い
た場合でも、本発明により同様に高い耐久性をもった回路基板を得ることができる。
【実施例】
【００４９】
　以下、本発明の参考例、実施例について説明する。ただし、これらの実施例により本発
明が限定されるものではない。ここでは、ｔ１＞ｔ２の場合を参考例、ｔ１＝ｔ２の場合
を実施例とする。
【００５０】
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　絶縁性セラミックス基板として窒化珪素セラミックス基板と、金属回路板及び金属放熱
板として銅板を用いて、回路基板及び半導体モジュールを作製した。採用した窒化珪素セ
ラミックス基板の面内方向の破壊靱性値ＫＨおよび内部の破壊靭性値Ｋと、厚み及び金属
回路板と金属放熱板の厚みは表１に示す。
【００５１】
　窒化珪素セラミックス基板の両面に活性金属ろう材を印刷形成し、窒化珪素セラミック
ス基板とほぼ同じ長方形状の銅板を両面に６００℃～９００℃の温度で加熱接合した。各
々の加熱接合温度（ろう付け温度）を表1に示す。冷却後、金属回路板及び金属放熱板が
所定のパターンとなるようにエッチングし、金属回路板及び金属放熱板にＮｉ－Ｐメッキ
を施し回路基板を作製した。
【００５２】
　得られた回路基板の金属回路板および金属放熱板が接合されている部分の断面を取り出
し、ＪＩＳＲ１６０７に準拠して、窒化珪素セラミックス基板の断面にビッカース圧子を
所定荷重（例えば、２ｋｇｆ）で押し込むＩＦ法で見かけの破壊靱性値を測定した。この
とき、ビッカース圧子はビッカース圧痕の一方の対角線が基板の厚さ方向と垂直になるよ
うに押し込んだ。そして、ビッカース圧痕の面内方向の対角線の長さ、左端部及び右端部
から伸びるクラックの長さ、および上端部及び下端部から伸びるクラックの長さによりこ
の回路基板における面内方向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１および内部の見かけの破壊靭性
値Ｋ１を求めた。測定は任意の５箇所について行い、その平均値をこれらの見かけの破壊
靭性値とした。また、回路基板のそりは3次元測定器を用いて対角線上で測定し、そのそ
りの大きさの最大値を対角線の長さで割った値をそり量とした。測定したこれらの見かけ
の破壊靭性値及びそり量は表1に示す。
【００５３】
　また、得られた回路基板の金属回路板上に半導体チップをはんだ接合した後、ワイヤボ
ンディングを施し、半導体モジュールを得た。この回路基板及び半導体モジュールについ
て、以下に示すようにヒートサイクル試験を行った。ヒートサイクル試験は－５５℃での
冷却を２０分、室温での保持を１０分及び１５０℃における加熱を２０分とする昇温／降
温サイクルを１サイクルとし、これを３０００サイクル繰り返し付与し、窒化珪素セラミ
ックス基板のクラックや金属回路板の剥離が発生するか否かを評価した。クラックの発生
は蛍光探傷法で行った。表１にヒートサイクル試験後のクラックの発生の有無を示す。
【００５４】
　ここで、金属回路板が放熱板よりも厚い参考例１～１２、金属回路板と放熱板の厚さが
等しい実施例１、２においては、窒化珪素セラミックス基板の厚さｔｃ（ｍｍ）、内部の
破壊靱性値Ｋ（ＭＰａ・ｍ１／２）、金属回路板の厚さｔ１（ｍｍ）、放熱板の厚さｔ２

（ｍｍ）を、（ｔ１２－ｔ２２）／ｔｃ２／Ｋ＜１．５となる範囲で変えている。金属回
路板、金属放熱板の厚さは０．５～５．０ｍｍとした。金属回路板の総面積の金属放熱板
の総面積に対する面積比は５／９以上としている。ろう付け温度は６００以上９００℃未
満としている。また、これによって面内方向の破壊靱性値を３．０～６．５ＭＰａ・ｍ１
／２の範囲としている。
【００５５】
　一方、比較例１～７は、ｔｃ、Ｋ、ｔ１、ｔ２を（ｔ１

２－ｔ２
２）／ｔｃ

２／Ｋ≧１
．５となるように変え、比較例８は金属回路板の総面積の金属放熱板の面積に対する比を
５／９未満、比較例９はろう付け温度を９５０℃とした。
【００５６】
　参考例、実施例と比較例における内部の見かけの破壊靱性値、内部の破壊靱性値と内部
の見かけの破壊靱性値との差、冷熱サイクル印加後のクラックの発生の有無を調べた結果
を表１に示す。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
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　いずれの比較例においても、上記の冷熱サイクル印加後にクラックが発生したのに対し
、すべての参考例、実施例においてはクラックが発生しないことが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１および第２の実施の形態に係る回路基板の平面図および断面図であ
る。
【図２】第１および第２の実施の形態に係る回路基板における破壊靱性値を測定する方法
を示した概略図である。
【図３】第１および第２の実施の形態に係る回路基板における冷熱サイクル印加によって
生ずるクラックの状況を示す概略図である。
【図４】回路基板において、回路基板のそり量と面内方向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１と
の関係を調べた図である。
【図５】回路基板において、金属回路板の総面積の金属放熱板の総面積に対する比率と、
面内方向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１との関係を調べた図である。
【図６】回路基板において、ろう付け温度と面内方向の見かけの破壊靱性値ＫＨ１との関
係を調べた図である。
【図７】冷熱サイクルに対する寿命と内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１との関係を調べた図
である。
【図８】冷熱サイクルに対する寿命と表面の破壊靱性値との関係を調べた図である。
【図９】回路基板において、内部の見かけの破壊靱性値Ｋ１とｘとの関係を調べた図であ
る。
【図１０】回路基板において、内部の見かけの破壊靱性値と内部の破壊靱性値との差Ｋ－
Ｋ１と、ｘとの関係を調べた図である。
【図１１】回路基板において、金属回路板の総面積の金属放熱板の総面積に対する比率と
Ｋ－Ｋ１との関係を調べた図である。
【図１２】回路基板において、ろう付け温度とＫ－Ｋ１との関係を調べた図である。
【符号の説明】
【００６０】
１、１１　回路基板
２、１２　絶縁性セラミックス基板
３、１３　金属回路板
４、１４　金属放熱板
５、１５　ろう材
６　圧痕
７　半導体チップ
８　クラック
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